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資料２－２－１

試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度

－ 背景となる考え方について －

平成１７年３月３日

文部科学省原子力安全課
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第一回技術ワーキンググループでいただいたコメント

試験研究用原子炉施設等における重要放射性核種を用いたクリアランスレベル
検認を基本とした制度の考え方について

保安院との整合について考慮する必要があると考えるが、試験研究用原子炉あ
るいは核燃料使用施設に特有の放射性核種の取り扱いについてはどうなるのか。

クリアランス制度を試験研究用原子炉等へ適用する上での考え方を明確にすべ
き。一つは、ＲＳ－Ｇ－１．７の値と安全委員会の評価値のどちらを使うのかという
こと。二つ目は、個々の事例に応じて評価を行うのか、一般的に使える値を用意
しておいて評価をするのかということ。これらを最初にある程度決めてから、議論
を進める必要がある。

クリアランス制度を試験研究用原子炉施設等へ適用する上での考え方を整理。

・

・
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クリアランスレベルの検認とその流れ

クリアランスレベルを用いて、「放射性物質として扱う必要がない物」であることを
原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うこと

クリアランスレベルを用いて、「放射性物質として扱う必要がない物」であることをクリアランスレベルを用いて、「放射性物質として扱う必要がない物」であることを

原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うこと原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うこと

原子力安全委員会「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方」について（平成原子力安全委員会「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方」について（平成1313年７月）より年７月）より

総合資源エネルギー調査会　原子力安全・保安部会　廃棄物安全小委員会総合資源エネルギー調査会　原子力安全・保安部会　廃棄物安全小委員会
「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」（平成「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」（平成1616年９月）より年９月）より

第１段階第１段階第１段階

第２段階第２段階第２段階

クリアランスレベルの検認クリアランスレベルの検認

国の関与は
２段階

国の関与は国の関与は

２段階２段階

クリアランスレベルの検認クリアランスレベルの検認クリアランスレベルの検認

事業者が策定する「対象物の測定・判断方法」
の妥当性確認（認可）

事業者が策定する「対象物の測定・判断方法」事業者が策定する「対象物の測定・判断方法」

の妥当性確認（認可）の妥当性確認（認可）

認可を受けた方法に基づいて
測定した記録の確認

認可を受けた方法に基づいて認可を受けた方法に基づいて

測定した記録の確認測定した記録の確認

事前の評価（原子炉設置者等による対象物の「測定・判断方法」の策定）
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クリアランス制度運用に係る実施体制（案）

試験研究用原子炉施設等の安全規制は、文部科学省が実施

クリアランスレベル検認に関し、文部科学省において関与すべき事項

● 事前評価、検討対象物の選定、測定・判断方法の認可

試験研究用原子炉施設等ごとのクリアランス対象物及び測定方法を個別に
審査

● 許可を受けた方法に基づき行われた測定・判断に関する記録等の確認
・測定・判断に関する記録の確認
・品質保証活動の記録による確認 等

● 必要に応じた抜き取り測定の実施

今後文部科学省において措置を要すると考えられる事項

● クリアランスレベル検認に係る継続的な技術的知見の蓄積及び検査員の教育
● クリアランスレベル検認に係る物量に応じた実施体制の整備
● 専門家からの意見収集体制
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試験研究用原子炉施設等の解体 [ 動力試験炉（JPDR）他 計７基 ]

クリアランスの対象物（金属及びコンクリート）

構造物（金属） 配管（金属） コンクリート大型機器（金属）

原子炉施設の廃止措置（又は施設の改造）に伴い汚染のおそれがある区域から
発生する固体状物質（ただし、焼却処理を行うものは除く）
固体状物質とは、例えば、金属（配管、タンク、ポンプ、熱交換器、弁、モーター、
ダクト等の機器やその他の金属構造物）、コンクリート（建屋構造物、解体コンク
リート（一体的に含まれる鉄筋類を含む、保温材等）を指す。



6

クリアランスの判断の考え方（原子力安全委員会報告書より）

クリアランスレベル以下であることの判断は、下記の（１）、（２）のいずれかの
基準を満たすことを確認することにより行う。

対象物に含まれる各評価対象の放射性核種ｉの濃度（Ｄ）をクリアランスレベル（Ｃ）
で除したもの（以下、「Ｄ／Ｃ」という。）の総和が１以下であること。
対象物について、放射化の汚染及び二次的な汚染がないことが明らかであること。

（１）

（２）

Ｄ／Ｃの総和が１以下であることにより判断する方法において評価の対象とする
核種は、重要放射性核種とする。

原子炉施設から発生する種々の対象物が汚染経路毎の放射性核種組成が大きく異なることはな
いと考えられるため、線量評価の観点から影響度の大きい限られた放射性核種の濃度を制限す
ることで、その他の放射性核種の濃度も自ずと制限されることとなるとの考え方に基づく

このため、当面対象となる試験研究用原子炉施設等は、原子炉、臨界実験装置
及び一部の核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）に限られる。
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重要放射性核種を選定する試験研究用原子炉施設等

試験研究用原子炉施設は多様である。
この場合、一律に重要放射性核種を与えるべきか、個別施設に応じて与えるべきか？

研究炉等安全規制検討会では、既存施設の燃料、燃料集合体構成材及び炉内構
造物材料、しゃへい材を考慮すると、原子力安全委員会が示した重要放射性核種
は、試験研究用原子炉施設のものを包含する核種となる旨示している。

原子力安全委員会報告に基づき、①軽水炉・ガス炉、②重水炉・高速炉、③核燃
料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）ごとに重要放射性核種を与え
る方向で制度設計を実施。

【参考】
「原子炉施設の廃止措置等に伴って種々の廃棄物が発生するが、原子炉冷却材による二次的な汚染及
び放射化の汚染といった汚染経路を考慮した場合、それぞれの汚染経路ごとの放射性核種組成は大き
く異ならないと考えられる。したがって、線量評価の観点から影響度の大きい限られた放射性核種の
濃度を制限することによって、その他の放射性核種も自ずと制限されることになると考えられるので、
これらのことを考慮に入れた上で、原子炉施設における重要放射性核種について定めることが実際的
である。」（原子力安全委員会報告書より）
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【参考資料】試験研究用原子炉で用いられている燃料及び各種構造材（１）

原子炉

臨界実験装置

日本原子力研究所の施設

主な記載内容は、「日本原子力研究所 原子炉施設の概要」（平成１３年４月 日本原子力研究所）による。
※：日本原子力研究所の試算による。原子力安全委員会で示された重要放射性核種（９核種（JRR-2については、９核種＋Ba-133））を用いた評価が行われている。

濃縮ウラン、黒鉛減速、自然冷却型 昭和６０年 臨界
平成１１年 終了

10 ＶＨＴＲＣ
（解体中）

燃料コンパクト：被覆ウラン粒子、黒鉛 黒鉛、制御棒：カドミウム黒鉛 黒鉛 ※

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ＭＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備 考

濃縮ウラン、軽水減速解放タンク型 昭和３７年 臨界 200 ＴＣＡ
二酸化ウランペレット、二酸化ウラン粉末
天然ウランペレット、酸化トリウムペレット
ウラン・プルトニウム混合酸化物ペレット
被覆材：アルミニウム、ジルカロイ

炉心タンク：ステンレス鋼
格子板：アルミニウム
制御棒：ボラル（Ｂ

４
Ｃ－Ａｌ）、カドミウム

軽水 軽水

濃縮ウラン・プルトニウム燃料･水平２分割型 昭和４２年 臨界ＦＣＡ
金属ウラン、被覆材：無水素系樹脂
プルトニウム・アルミニウム合金､
被覆材：ステンレス鋼

ステンレス鋼－ なし2000 

ウラン・プルトニウム溶液燃料タンク型 平成 ７年 臨界ＳＴＡＣＹ ウラン硝酸水溶液、プルトニウム硝酸水溶液
ウラン硝酸水溶液とプルトニウム硝酸水溶液の
混合溶液、棒状燃料、被覆材：ジルコニウム合金

炉心タンク：オーステナイト系ステンレス鋼
安全棒：Ｂ

４
Ｃ、カドミウム

同左 鉄筋コンクリート200

ウラン溶液燃料タンク型ＴＲＡＣＹ ウラン硝酸水溶液 炉心タンク：オーステナイト系ステンレス鋼
安全棒：Ｂ

４
Ｃ

鉄筋コンクリート10000
5×109

（過渡運転）

濃縮ウラン、軽水減速自然循環冷却型 昭和４２年 臨界
平成元年 終了

100 ＪＭＴＲＣ
（廃止届）

ウランアルミニウム分散合金
被覆管：アルミニウム合金

アルミニウム合金反射体、金属ベリリウム軽水 コンクリート ※

平成 ７年 臨界 同左

濃縮ウラン、軽水減速冷却型（ウォーターボイラー型） 昭和３２年 臨界
昭和４４年 終了

0.05 ＪＲＲ－１
（廃止届）

濃縮ウラン硫酸ウラニル水溶液 球状タンク：ステンレス、制御棒：ボロンカーバイト軽水 重コンクリート ※
核燃料使用施設
（H16.8より）

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ＭＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備 考

濃縮ウラン、重水減速重水冷却型、非均質型 昭和３５年 臨界
平成 ８年 終了

10 ＪＲＲ－２
（解体中）

中濃縮ウラン・アルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

重水タンク：アルミニウム合金、
制御棒：カドミウム、ステンレス

重水 重コンクリート ※

低濃縮ウラン、軽水減速・冷却プール型 平成 ２年 臨界ＪＲＲ－３
（Ｍ）

低濃縮ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

主要材料：アルミニウム合金、制御棒：ハフニウム軽水 重コンクリート
鉄

20 

低濃縮ウラン、軽水減速・冷却スイミングプール型 昭和４０年 臨界ＪＲＲ－４ ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

炉心タンク：アルミニウム合金、
制御棒：ボロン入りステンレス

軽水 コンクリート
（プール）

3.5 

濃縮ウラン、水素化ジルコニウム及び
軽水減速軽水冷却非均質型
（スイミングプール円環炉心出力パルス両用炉）

昭和５０年 臨界ＮＳＲＲ 低濃縮ウラン－水素化ジルコニウム
被覆材：ステンレス鋼

アルミニウム合金水素化
ジルコニウム、

軽水

コンクリート
（プール）

0.3
23000

（瞬間最大）

濃縮ウラン、軽水減速、軽水冷却強制循環沸騰水型
（ＢＷＲ型）

昭和４７年 臨界
昭和５１年 終了

90
（電気出力
12.5）

ＪＰＤＲ
（廃止届）

二酸化ウラン焼結ペレット
燃料集合体、被覆材：ジルカロイ

低合金鋼、ステンレス鋼、制御棒：ボロン・カーバイト軽水 鉄筋コンクリート ※

濃縮ウラン、軽水減速軽水冷却タンク型 昭和４３年 臨界ＪＭＴＲ 低濃縮ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

ステンレス鋼、アルミニウム合金、ベリリウム、
制御棒：ハフニウム

軽水 コンクリート50 

低濃縮二酸化ウラン被覆粒子燃料
黒鉛減速ヘリウム冷却型

平成１０年 臨界ＨＴＴＲ 低濃縮二酸化ウラン、ウラン・トリウム混合酸化物
被覆材：熱分解炭素及び炭化珪素熱分解炭素及び

炭化ジルコニウム

黒鉛、制御棒：炭化ほう素と黒鉛粉末の混合焼成材黒鉛 黒鉛30 

低濃縮ウラン軽水減速軽水冷却強制循環型加圧水型
（ＰＷＲ型）

昭和４９年 臨界
平成 ４年 終了

36 むつ
（解体中）

低濃縮二酸化ウラン焼結ペレット
被覆材：オーステナイト系ステンレス鋼

原子炉容器：低合金鋼、
制御棒：銀・インジウム・カドミウム合金

軽水 重コンクリート
蛇紋コンクリート

※

原子炉

臨界実験装置

日本原子力研究所の施設

主な記載内容は、「日本原子力研究所 原子炉施設の概要」（平成１３年４月 日本原子力研究所）による。
※：日本原子力研究所の試算による。原子力安全委員会で示された重要放射性核種（９核種（JRR-2については、９核種＋Ba-133））を用いた評価が行われている。

濃縮ウラン、黒鉛減速、自然冷却型 昭和６０年 臨界
平成１１年 終了

10 ＶＨＴＲＣ
（解体中）

燃料コンパクト：被覆ウラン粒子、黒鉛 黒鉛、制御棒：カドミウム黒鉛 黒鉛 ※

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ＭＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備 考

濃縮ウラン、軽水減速解放タンク型 昭和３７年 臨界 200 ＴＣＡ
二酸化ウランペレット、二酸化ウラン粉末
天然ウランペレット、酸化トリウムペレット
ウラン・プルトニウム混合酸化物ペレット
被覆材：アルミニウム、ジルカロイ

炉心タンク：ステンレス鋼
格子板：アルミニウム
制御棒：ボラル（Ｂ

４
Ｃ－Ａｌ）、カドミウム

軽水 軽水

濃縮ウラン・プルトニウム燃料･水平２分割型 昭和４２年 臨界ＦＣＡ
金属ウラン、被覆材：無水素系樹脂
プルトニウム・アルミニウム合金､
被覆材：ステンレス鋼

ステンレス鋼－ なし2000 

ウラン・プルトニウム溶液燃料タンク型 平成 ７年 臨界ＳＴＡＣＹ ウラン硝酸水溶液、プルトニウム硝酸水溶液
ウラン硝酸水溶液とプルトニウム硝酸水溶液の
混合溶液、棒状燃料、被覆材：ジルコニウム合金

炉心タンク：オーステナイト系ステンレス鋼
安全棒：Ｂ

４
Ｃ、カドミウム

同左 鉄筋コンクリート200

ウラン溶液燃料タンク型ＴＲＡＣＹ ウラン硝酸水溶液 炉心タンク：オーステナイト系ステンレス鋼
安全棒：Ｂ

４
Ｃ

鉄筋コンクリート10000
5×109

（過渡運転）

濃縮ウラン、軽水減速自然循環冷却型 昭和４２年 臨界
平成元年 終了

100 ＪＭＴＲＣ
（廃止届）

ウランアルミニウム分散合金
被覆管：アルミニウム合金

アルミニウム合金反射体、金属ベリリウム軽水 コンクリート ※

平成 ７年 臨界 同左

濃縮ウラン、黒鉛減速、自然冷却型 昭和６０年 臨界
平成１１年 終了

10 ＶＨＴＲＣ
（解体中）

燃料コンパクト：被覆ウラン粒子、黒鉛 黒鉛、制御棒：カドミウム黒鉛 黒鉛 ※

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ＭＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備 考

濃縮ウラン、軽水減速解放タンク型 昭和３７年 臨界 200 ＴＣＡ
二酸化ウランペレット、二酸化ウラン粉末
天然ウランペレット、酸化トリウムペレット
ウラン・プルトニウム混合酸化物ペレット
被覆材：アルミニウム、ジルカロイ

炉心タンク：ステンレス鋼
格子板：アルミニウム
制御棒：ボラル（Ｂ

４
Ｃ－Ａｌ）、カドミウム

軽水 軽水

濃縮ウラン・プルトニウム燃料･水平２分割型 昭和４２年 臨界ＦＣＡ
金属ウラン、被覆材：無水素系樹脂
プルトニウム・アルミニウム合金､
被覆材：ステンレス鋼

ステンレス鋼－ なし2000 

ウラン・プルトニウム溶液燃料タンク型 平成 ７年 臨界ＳＴＡＣＹ ウラン硝酸水溶液、プルトニウム硝酸水溶液
ウラン硝酸水溶液とプルトニウム硝酸水溶液の
混合溶液、棒状燃料、被覆材：ジルコニウム合金

炉心タンク：オーステナイト系ステンレス鋼
安全棒：Ｂ

４
Ｃ、カドミウム

同左 鉄筋コンクリート200

ウラン溶液燃料タンク型ＴＲＡＣＹ ウラン硝酸水溶液 炉心タンク：オーステナイト系ステンレス鋼
安全棒：Ｂ

４
Ｃ

鉄筋コンクリート10000
5×109

（過渡運転）

濃縮ウラン、軽水減速自然循環冷却型 昭和４２年 臨界
平成元年 終了

100 ＪＭＴＲＣ
（廃止届）

ウランアルミニウム分散合金
被覆管：アルミニウム合金

アルミニウム合金反射体、金属ベリリウム軽水 コンクリート ※

平成 ７年 臨界 同左

濃縮ウラン、軽水減速冷却型（ウォーターボイラー型） 昭和３２年 臨界
昭和４４年 終了

0.05 ＪＲＲ－１
（廃止届）

濃縮ウラン硫酸ウラニル水溶液 球状タンク：ステンレス、制御棒：ボロンカーバイト軽水 重コンクリート ※
核燃料使用施設
（H16.8より）

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ＭＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備 考

濃縮ウラン、重水減速重水冷却型、非均質型 昭和３５年 臨界
平成 ８年 終了

10 ＪＲＲ－２
（解体中）

中濃縮ウラン・アルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

重水タンク：アルミニウム合金、
制御棒：カドミウム、ステンレス

重水 重コンクリート ※

低濃縮ウラン、軽水減速・冷却プール型 平成 ２年 臨界ＪＲＲ－３
（Ｍ）

低濃縮ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

主要材料：アルミニウム合金、制御棒：ハフニウム軽水 重コンクリート
鉄

20 

低濃縮ウラン、軽水減速・冷却スイミングプール型 昭和４０年 臨界ＪＲＲ－４ ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

炉心タンク：アルミニウム合金、
制御棒：ボロン入りステンレス

軽水 コンクリート
（プール）

3.5 

濃縮ウラン、水素化ジルコニウム及び
軽水減速軽水冷却非均質型
（スイミングプール円環炉心出力パルス両用炉）

昭和５０年 臨界ＮＳＲＲ 低濃縮ウラン－水素化ジルコニウム
被覆材：ステンレス鋼

アルミニウム合金水素化
ジルコニウム、

軽水

コンクリート
（プール）

0.3
23000

（瞬間最大）

濃縮ウラン、軽水減速、軽水冷却強制循環沸騰水型
（ＢＷＲ型）

昭和４７年 臨界
昭和５１年 終了

90
（電気出力
12.5）

ＪＰＤＲ
（廃止届）

二酸化ウラン焼結ペレット
燃料集合体、被覆材：ジルカロイ

低合金鋼、ステンレス鋼、制御棒：ボロン・カーバイト軽水 鉄筋コンクリート ※

濃縮ウラン、軽水減速軽水冷却タンク型 昭和４３年 臨界ＪＭＴＲ 低濃縮ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

ステンレス鋼、アルミニウム合金、ベリリウム、
制御棒：ハフニウム

軽水 コンクリート50 

低濃縮二酸化ウラン被覆粒子燃料
黒鉛減速ヘリウム冷却型

平成１０年 臨界ＨＴＴＲ 低濃縮二酸化ウラン、ウラン・トリウム混合酸化物
被覆材：熱分解炭素及び炭化珪素熱分解炭素及び

炭化ジルコニウム

黒鉛、制御棒：炭化ほう素と黒鉛粉末の混合焼成材黒鉛 黒鉛30 

低濃縮ウラン軽水減速軽水冷却強制循環型加圧水型
（ＰＷＲ型）

昭和４９年 臨界
平成 ４年 終了

36 むつ
（解体中）

低濃縮二酸化ウラン焼結ペレット
被覆材：オーステナイト系ステンレス鋼

原子炉容器：低合金鋼、
制御棒：銀・インジウム・カドミウム合金

軽水 重コンクリート
蛇紋コンクリート

※

濃縮ウラン、軽水減速冷却型（ウォーターボイラー型） 昭和３２年 臨界
昭和４４年 終了

0.05 ＪＲＲ－１
（廃止届）

濃縮ウラン硫酸ウラニル水溶液 球状タンク：ステンレス、制御棒：ボロンカーバイト軽水 重コンクリート ※
核燃料使用施設
（H16.8より）

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ＭＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備 考

濃縮ウラン、重水減速重水冷却型、非均質型 昭和３５年 臨界
平成 ８年 終了

10 ＪＲＲ－２
（解体中）

中濃縮ウラン・アルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

重水タンク：アルミニウム合金、
制御棒：カドミウム、ステンレス

重水 重コンクリート ※

低濃縮ウラン、軽水減速・冷却プール型 平成 ２年 臨界ＪＲＲ－３
（Ｍ）

低濃縮ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

主要材料：アルミニウム合金、制御棒：ハフニウム軽水 重コンクリート
鉄

20 

低濃縮ウラン、軽水減速・冷却スイミングプール型 昭和４０年 臨界ＪＲＲ－４ ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

炉心タンク：アルミニウム合金、
制御棒：ボロン入りステンレス

軽水 コンクリート
（プール）

3.5 

濃縮ウラン、水素化ジルコニウム及び
軽水減速軽水冷却非均質型
（スイミングプール円環炉心出力パルス両用炉）

昭和５０年 臨界ＮＳＲＲ 低濃縮ウラン－水素化ジルコニウム
被覆材：ステンレス鋼

アルミニウム合金水素化
ジルコニウム、

軽水

コンクリート
（プール）

0.3
23000

（瞬間最大）

濃縮ウラン、軽水減速、軽水冷却強制循環沸騰水型
（ＢＷＲ型）

昭和４７年 臨界
昭和５１年 終了

90
（電気出力
12.5）

ＪＰＤＲ
（廃止届）

二酸化ウラン焼結ペレット
燃料集合体、被覆材：ジルカロイ

低合金鋼、ステンレス鋼、制御棒：ボロン・カーバイト軽水 鉄筋コンクリート ※

濃縮ウラン、軽水減速軽水冷却タンク型 昭和４３年 臨界ＪＭＴＲ 低濃縮ウランシリコンアルミニウム分散型合金
被覆材：アルミニウム合金

ステンレス鋼、アルミニウム合金、ベリリウム、
制御棒：ハフニウム

軽水 コンクリート50 

低濃縮二酸化ウラン被覆粒子燃料
黒鉛減速ヘリウム冷却型

平成１０年 臨界ＨＴＴＲ 低濃縮二酸化ウラン、ウラン・トリウム混合酸化物
被覆材：熱分解炭素及び炭化珪素熱分解炭素及び

炭化ジルコニウム

黒鉛、制御棒：炭化ほう素と黒鉛粉末の混合焼成材黒鉛 黒鉛30 

低濃縮ウラン軽水減速軽水冷却強制循環型加圧水型
（ＰＷＲ型）

昭和４９年 臨界
平成 ４年 終了

36 むつ
（解体中）

低濃縮二酸化ウラン焼結ペレット
被覆材：オーステナイト系ステンレス鋼

原子炉容器：低合金鋼、
制御棒：銀・インジウム・カドミウム合金

軽水 重コンクリート
蛇紋コンクリート

※
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【参考資料】試験研究用原子炉で用いられている燃料及び各種構造材（２）

臨界実験装置

原子炉

主な記載内容は、原子炉設置許可申請を基に記載。なお、核燃料サイクル開発機構の高速実験炉「常陽」は、すでに原子力安全委員会において検討が行われているため、本検討の対象から除外した。
※：これらの施設は、国に提出した解体届けの中で、放射性物質として扱う必要のない物の評価を実施しており、その際に、原子力安全委員会で示された重要放射性核種を用いた評価が行われている。

日本原子力研究所以外の施設

軽水冷却スイミングプール型 昭和３７年 臨界
平成１３年 解体届

100
（最大）

東芝教育訓練用原子炉
（ＴTＲ－１）

燃料：２０％濃縮ウラン－アルミニウム合金板
被覆管：アルミニウム合金

アルミニウム（反射材：黒鉛及び軽水（プール水）
制御板：安全板：ボロン鋼、粗･微調整板：ステンレス鋼）

軽水 普通コンクリート
（プールタンク

回り）

※

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ｋＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備考

軽水減速冷却プール型 昭和３６年 臨界
昭和５０年 解体届

日立教育訓練用原子炉
（ＨＴＲ）

燃料：１０％濃縮ウラン
二酸化ウランペレット、棒状燃料
被覆管：アルミニウム合金（定常運転用）、

ステンレス鋼（パルス運転用）

黒鉛及び軽水軽水 普通コンクリート

※濃縮ウラン水素化ジルコニウム減速
軽水冷却固体均質型（ＴＲＩＧＡ－Ⅱ型）

武蔵工業大学炉
燃料：濃縮ウラン・水素化ジルコニウム合金
ウラン濃縮度：約２０％
被覆管：アルミニウム、ステンレス

アルミニウム燃料体中の
水素及び軽水

砂鉄入り
コンクリート

100
（最大）

昭和３８年 臨界
平成１６年 解体届

100
（最大）

※濃縮ウラン水素化ジルコニウム減速
軽水冷却固体均質型（ＴＲＩＧＡ－Ⅱ型）

立教大学炉 燃料：濃縮ウラン（ウラン濃縮度：約２０％）
被覆管：アルミニウム

アルミニウム
（反射体：黒鉛、制御棒：アルミニウム、炭化ホウ素）

燃料体中の
水素及び軽水

重コンクリート、
普通コンクリート

昭和３６年 臨界
平成１４年 解体届

100
（最大）

水泳プール系タンク型炉心固定
濃縮ウランを燃料とし軽水減速冷却剤とする不均質型

京都大学炉
（ＫＵＲ）

燃料：ウラン・アルミニウム合金（濃縮度：９３％以下）、
ウランシリサイド・アルミニウム分散型燃料材
（濃縮度２０％未満）
被覆管：耐食性アルミニウム合金

アルミニウム合金
（反射材：黒鉛、ベリリウム、酸化ベリリウム及び
ビスマス）

軽水 重コンクリート、
普通コンクリート、
鉛遮蔽体

昭和３９年 臨界 5000

濃縮ウラン燃料軽水減速非均質型近畿大学炉 燃料：ウラン・アルミニウム合金板
（ウラン濃縮度：約９０％）
被覆管：アルミニウム

反射材：黒鉛軽水 普通コンクリート昭和３６年 臨界 0.001

濃縮ウラン空気冷却型高速炉東京大学炉
（やよい）

燃料：金属ウラン（ウラン濃縮度：約９３％）、
金属劣化ウラン
被覆管：ステンレス鋼

ステンレス鋼、反射材として、高純度鉛及びステンレス鋼－昭和４６年 臨界 2 重コンクリート、
普通コンクリート

運

転

中

の

原

子

炉

解

体

中

の

原

子

炉

濃縮ウラン及びプルトニウム富化燃料重水減速型 昭和４４年 臨界
平成１４年 解体届

1重水臨界実験装置（ＤＣＡ）
（解体中）

（核燃料サイクル開発機構）

燃料（被覆管）：
酸化ウランペレット（アルミニウム合金）
混合酸化物ペレット（ジルカロイ）

炉心タンク、カランドリア管、圧力管：アルミニウム合金
制御棒：カドミウム

炉心内：重水、
試験体内：軽水
と重水の混合液

普通コンクリート ※

炉 型名 称 運転履歴 出 力
（ｋＷ）

燃料・燃料被覆管 減速材 炉内構造物（材料） 遮蔽材 備考

濃縮ウラン非均質型（軽水減速及び固体減速） 昭和４９年 臨界京都大学臨界実験集合体
（ＫＵＣＡ）

燃料：ウランアルミニウム合金（ウラン濃縮度：
約９３％）、ウラン・アルミニウム分散型合金板
（ウラン濃縮度：約４５％）
被覆管：耐放射線性プラスチック（固体減速架台用）、
アルミニウム（軽水減速架台用）

炉心タンク：アルミニウム（軽水減速架台）黒鉛または
プラスチック
（固体減速架台）、
軽水
（軽水減速架台）

普通コンクリート

低濃縮ウラン軽水減速非均質型東芝臨界実験装置
（ＮＣＡ）

燃料：二酸化ウランペレット、濃縮度１．０～４．９％、
棒状燃料
被覆管：アルミニウム

炉心タンク、燃料格子板：アルミニウム
炉心支持枠：ステンレス鋼、反射材：軽水
制御板（安全板：板状ステンレス鋼シース、
金属カドミウム吸収材、微調整板：板状ステンレス鋼）

軽水

0.1
（短時間
最大1）

昭和３８年 臨界 0.2 普通コンクリート
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評価に用いる放射性核種（軽水炉型試験研究用原子炉施設の例）

重要放射性核種のうち各炉型に適用される重要放射性核種以外の放射性核
種のＤ／Ｃの総和が、対象物に含まれる放射性核種のＤ／Ｃの総和の１０％未
満であることを示し、当該重要放射性核種を評価対象放射性核種としてクリア
ランスの評価に用いる。

重要放射性核種以外の放射性核種のＤ／Ｃの総和が、対象物に含まれる放射
性核種のＤ／Ｃの総和の１０％を超える場合、重要放射性核種以外の放射性
核種のＤ／Ｃの総和が対象物に含まれる放射性核種のＤ／Ｃの総和の１０％
未満となるように、当該重要放射性核種に当該放射性核種を加えたものを評
価対象放射性核種としてクリアランスの評価に用いる。

軽水炉型試験研究用原子炉施設の評価対象核種（発電用原子炉施設の軽水炉・ガス炉と同じ核種）

重要放射性核種：Ｈ－３，Ｍｎ－５４，Ｃｏ－６０，Ｓｒ－９０，Ｃｓ－１３４，
Ｃｓ－１３７，Ｅｕ－１５２，Ｅｕ－１５４，全α核種

上記以外の核種：Ｃ－１４，Ｃｌ－３６，Ｃａ－４１，Ｓｃ－４６，Ｆｅ－５５，Ｆｅ－５９，Ｃｏ－５８，
Ｎｉ－５９，Ｎｉー６３，Ｚｎ－６５，Ｎｂ－９４，Ｎｂ－９５，Ｔｃ－９９，
Ｒｕ－１０６，Ａｇ－１０８ｍ，Ａｇ－１１０ｍ，Ｓｂ－１２４，Ｔｅ－１２３ｍ，
Ｉ－１２９，Ｔｂ－１６０，Ｔａ－１８２，Ｐｕ－２４１

重要放射性核種以外の核種については、原子力安全委員会報告書「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」より引用
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クリアランスの判断の例（軽水炉型試験研究用原子炉施設の例）

評価対象核種（３１核種）

重要放射性核種（９核種）

Ｃ－１４，Ｃｌ－３６，Ｃａ－４１，Ｓｃ－４６，Ｆｅ－５５，
Ｆｅ－５９，Ｃｏ－５８，Ｎｉ－５９，Ｎｉー６３，Ｚｎ－６５，
Ｎｂ－９４，Ｎｂ－９５，Ｔｃ－９９，Ｒｕ－１０６，
Ａｇ－１０８ｍ，Ａｇ－１１０ｍ，Ｓｂ－１２４，Ｔｅ－１２３ｍ，
Ｉ－１２９，Ｔｂ－１６０，Ｔａ－１８２，Ｐｕ－２４１

Ｈ－３，Ｍｎ－５４，Ｃｏ－６０，Ｓｒ－９０，
Ｃｓ－１３４，Ｃｓ－１３７，Ｅｕ－１５２，
Ｅｕ－１５４，全α核種

重要放射性核種
クリアランスレベル

Bq/g

Ｈ－３

Ｍｎ－５４

Ｃｏ－６０

全α核種

Ｓｒ－９０

Ｃｓ－１３４

Ｃｓ－１３７

Ｅｕ－１５２

Ｅｕ－１５４

１００

０．１

０．１

０．１

０．１

０．１

０．１

０．１

０．１

対象物に含まれる各評価対象の放射性核種ｉの濃度（Ｄ）をクリアランスレベル（Ｃ）で除
したもの（以下、「Ｄ／Ｃ」という。）の総和が１以下であること。

例えば、Ｃ－１４のＤ／Ｃが重要放射性核種の寄与の１０％以上あれば、Ｃ－１４を加え、
全１０核種のＤ／Ｃの総和が１以下となればクリアランスと判断できる
例えば、Ｕ－２３８のＤ／Ｃが重要放射性核種のＤ／Ｃの総和の１０％以上である場合、Ｕ－２３８は評価対象
核種に該当しないため、現段階では当該施設ではクリアランスはできない。

・ 各核種のクリアランスレベルをクリアすればいいのではなく、全９核種のＤ／Ｃの総和が１以下
・

・
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パラメータの設定（１） クリアランスレベル

クリアランスレベル → 原子力安全委員会の考え方に基づき、ＩＡＥＡのRS-G-1.7を適用

クリアランスレベルについては、原子力安全委員会における議論、クリアランスを含め
た放射線防護の基準についての国際的整合性の観点、クリアランスされた物の国際的
流通の潜在的可能性、原子炉等解体廃棄物以外への廃棄物への適用を考慮した場
合の汎用性、規制のわかりやすさなどの点を考慮し、以下のように設定。

①ＩＡＥＡの安全指針RS-G-1.7で示された規制免除レベルをクリアランスレベルとする。

②安全指針RS-G-1.7に値の存在しない核種については、その算出根拠となる安全
レポートの値を用いる。

③さらに、それでも値の存在しない核種については、今後、ＩＡＥＡ安全指針の考え方に
基づき算出するか、既に算出され信頼性が評価されている値を使用。

注）RS-G-1.7で示された値は、大量の物量（１トンオーダー以上）の規制除外、規制免除及び
クリアランスに適用される放射性核種の濃度として算出されていることに留意が必要。

【参考】
「推定年線量が１０μＳｖ／ｙのオーダー以下であるという、保守性の観点からみれば、再評価値とRS-G-1.7の規制免除レベルの
計算値との間には有意の差はないものと見なすことができ、その意味では、RS-G-1.7の規制免除レベルを我が国における原子炉
等解体廃棄物のクリアランスレベルにも採用することに不都合はないものと考えられ、したがって、国際的整合性などの立場からは、
RS-G-1.7の規制免除レベルを採用することは適切と考えられる」（「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生する
もののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について」、平成１６年１２月原子力安全委員会）
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パラメータの設定（３） 評価対象核種について（１）

評価対象核種 → 原子力安全委員会で評価された核種

【試験研究用原子炉施設】

評価対象放射性核種は、原子力安全委員会では、主な原子炉施設等の廃止措置に伴い発生
する廃棄物等の固体状物質を対象としていることを踏まえ、また、政令濃度上限値に規定され
ている放射性核種及び低レベル放射性廃棄物埋設申請書に記載された放射性核種を選定す
る際に参考とした放射性核種を考慮し、線量評価上代表的と考えられる放射性核種（評価対象
核種）を選定している。

評価対象核種は、以下の報告書の核種とする。

・

・
・

「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」（平成１１年３月）、「重水
炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」（平成１３年７月）に記載された
重要放射性核種及び重要放射性核種以外の核種（計２２核種）
「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」（平成１３年７月）
に記載された、上記報告書で示された放射性核種以外に参考として計算された放
射性核種（計１２核種）
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パラメータの設定（２） 評価対象核種について（２）

評価対象核種 → 原子力安全委員会で評価された核種

【核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）】

原子力安全委員会の考え方は以下の通り。
「照射後試験施設」の廃止措置等に伴って発生する廃棄物等の主要な汚染源及び汚染形態は、
照射済試料を切断、研磨する際に発生する切粉、研磨粉の付着、浸透による二次汚染などで
ある。従って、「照射後試験施設」で取り扱う、稼働中の原子炉施設等（核融合関連を含む）で使
用されている主要な燃料及び材料並びに今後原子炉施設等で使用が検討されている主要な
燃料を抽出し、これらの照射済試料に係る放射性核種について評価する。
「照射後試験施設」の廃止措置に伴い発生する廃棄物等については、「照射後試験施設」にお
ける照射済試料の取扱い、標準的な試験工程、廃止措置工程等を考慮して、「照射後試験施
設」の運転に伴い発生する廃棄物等については照射済試料が原子炉から取り出された後６ヶ月
が、 「照射後試験施設」の廃止措置については５年が経過しているものとした。従って、廃棄物
等が埋設処分又は再利用されるまでに十分減衰していると考えられる半減期が短い放射性核
種は評価対象外とした。

「核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）におけるクリアランスレ
ベルについて」（平成１５年４月）に記載された４９核種を評価対象核種とする。
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パラメータの設定（４） 重要放射性核種の選定

重要放射性核種の選定 → RS-G-1.7を用い、原子力安全委員会の手法で再評価

クリアランスレベル（Ｃ）と主な原子炉施設の廃止措置等に伴い発生する廃棄物等の推定濃
度（Ｄ）との比（Ｄ／Ｃ）を計算し、炉型等、対象物及び汚染経路毎に最大となった放射性核種
のＤ／Ｃを１にして、他の放射性核種のＤ／Ｃを規格化（相対重要度）する。その結果、規格
化されたＤ／Ｃが０．０１以上（２桁の範囲に入る）の放射性核種を重要放射性核種として抽
出する。

対象とする施設は原子力安全委員会報告書に示された「軽水炉型試験研究用原子炉施設」、
「重水炉」、「高速炉」、「核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）」

重要放射性核種は、ＩＡＥＡの安全指針RS-G-1.7をクリアランスレベルとして、原子
力安全委員会報告書の評価対象核種の中から、当該報告書の評価手法に準じて
核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所において再評価を実施。
文部科学省研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループで結果の確認。

【参考】
重要放射性核種の評価の考え方及び対象施設は、原子力安全委員会報告書「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル
について」（平成１１年３月）、「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」（平成１３年７月）、「核燃料使用施設
（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）におけるクリアランスレベルについて」（平成１５年４月）に基づく。


